
 

令和４年度「地域公共交通等運行継続緊急支援金」  

申請要領 
令 和 ４ 年 ８ 月 

福島県生活交通課 

１ 目 的 
  原油価格・物価高騰の影響が拡大している路線バス（乗合バス）事業者・貸切バス事

業者・タクシー事業者・自動車運転代行業者・トラック運送事業者の事業継続を支援す

ることを目的とし、「地域公共交通運行継続緊急支援金」を交付します。 

 

２ 対象事業者（次の（１）～（３）のいずれかで、かつ（４）に該当する者） 
（１）路線（乗合）バス事業者・貸切バス事業者・タクシー事業者 

道路運送法（昭和 26 年法律第 183 号）第４条の許可を受けて、一般旅客自動車運

送事業を行い、福島県内に本社又は営業所がある事業者 

（２）自動車運転代行業者 

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律（平成 13 年法律第 57 号）第２条

第２項に規定する福島県公安委員会の認定を受けた自動車運転代行業者であり、福島

県内に本社又は営業所がある者 

（３）トラック運送事業者 

貨物自動車運送事業法（平成元年法律第 83 号）第４条の許可を受けて一般貨物自

動車運送事業を行う事業者、同第 35 条の許可を受けて特定貨物自動車運送事業を行

う事業者、同第 36 条による届出をして貨物軽自動車運送事業を行う事業者であり、

それぞれ福島県内に本社又は営業所がある事業者 

（４）交付申請時点で事業を継続している事業者 

 

３．交付対象車両（次に掲げる事項のうち(1)から(3)までのいずれかで、 

かつ(4)及び(5)の両方に該当する車両） 
（１）道路運送法（昭和 26 年法律第 183 号）第４条の許可を受けて一般旅客自動車運

送事業（民間救急車両は除く）を行い、福島県内に本社又は営業所がある事業者が保

有する届出車両 

（２）自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律（平成 13 年法律第 57 号）第２条

第２項に規定する福島県公安委員会の認定を受けた自動車運転代行業者であり、福島

県内に本社又は営業所がある事業者が保有する届出車両 

（３）貨物自動車運送事業法（平成元年法律第 83 号）第４条の許可を受けて一般貨物自

動車運送事業を行う事業者、同第 35 条の許可を受けて特定貨物自動車運送事業を行

う事業者、同第 36 条による届出をして貨物軽自動車運送事業を行う事業者であり、

それぞれ福島県内に本社又は営業所がある事業者が保有する届出車両 

（４）事業用自動車として東北運輸局長に届出がされており、令和４年７月１日時点で保

有している車両（令和２年３月 31 日付け国土交通省自動車局通知「新型コロナウイ

ルス感染症の影響により稼働しないこととなった事業用自動車の定期点検について」

又は令和２年４月 16 日付け東北運輸局自動車交通部旅客第二課長事務連絡「新型コ

ロナウイルスによる急激な需要低下に伴う休車の特例措置について」に基づき臨時休

車を行った車両も対象とする。）。 

（５）次のいずれかに該当する車両  

ア 路線バス（乗合バス）として使用される車両 

イ 貸切バスとして使用される車両  

ウ 乗用タクシー・ハイヤー車両として使用される車両 

エ 自動車運転代行事業の随伴車として使用される車両 



 

①交付申請書兼実績報告書     ⑤福島運輸支局に提出した休車リスト等の写し※ 

②誓約書                    ⑥道路運送法乗車定員 11 人未満の乗合バスの場合 

③登録車両一覧表         道路運送法第４条の許可を得ていることが分かる 

④対象車両の自動車検査証の写し  書類※ 

                  ⑦債権者登録申請書 

⑧⑦に記載した口座の預金通帳等の写し 

                       ※該当する車両が有る場合 

 

 

オ トラック運送事業として使用される車両（三輪の軽自動車及び二輪の自動車は

除く。） 

 

４ 支援金の額 

路線（乗合）バス事業

者 

登録車両１台当たり ２００，０００円 

乗車定員 11 人未満の車両については１台当たり 

１００，０００円 

貸切バス事業者 登録車両１台当たり １００，０００円 

タクシー事業者 登録車両１台当たり  ５０，０００円 

自動車運転代行業者 登録車両１台当たり  １５，０００円 

トラック運送事業者 登録車両１台当たり  ２０，０００円 

 

５ 緊急支援金交付の執行団体 
   株式会社ＪＴＢ福島支店 

 

６ 申請及び請求 
（１）申請については、必要書類を添付の上、申請書類一式を郵送、又は株式会社ＪＴＢ 

福島支店の専用Ｗｅｂ申請用ＵＲＬから電子申請してください。 

   なお、提出いただいた書類は返却いたしません。 

（２）審査の結果、支援金を交付する旨決定したときは、後日、県か交付決定に関する通 

知を発送した上で緊急支援金を提出のあった口座に振り込みいたします。 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

７ 申請期限 
令和４年 1１月３０日（水）まで  

※ 緊急支援金支給（振込）までの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請書類 

事
業
者 

株
式
会
社
Ｊ
Ｔ
Ｂ
福
島
支
店 

① 申請書 

② 交付決定の通知 

③ 補助金の振込 



 

 

※申請書類・請求書に不備があった場合は、訂正・再提出を求めることがあります。 

 

【申請先】 

 ● 書類郵送の場合 

   〒960-8043 福島県福島市中町 1-19  

    福島中町郵便局留め 

    「福島県地域公共交通等運行継続緊急支援金」事務局 宛 

 ● 電子申請の場合 

   Web 申請用ＵＲＬ 

https://aadcc9e8.form.kintoneapp.com/public/4ad4168

cf184f16858a704d9e3c524005b8ab6359719b09e

5e85cd5226639591 

 

【問い合わせ先】 

 福島県地域公共交通等運行継続緊急支援金コールセンター 

  電話：０２４-５２１-８５７２ 

  受付時間：毎日９時３０分から１７時３０分まで 


